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研究成果の概要（和文）：　われわれが研究期間中に行った作業は、①「住民」「住所」といった鍵概念の検討や国際
比較を通じて、日本の地方自治法制の諸前提を根源から問い直すこと、②「集権＝悪、分権＝善」という単純な図式の
下で、「制度を変えれば実態も変わるはず」というナイーブな前提が暗黙裡に置かれてきたに鑑み、分権改革に伴うマ
イナス面の把握や改革の成果を活かすための諸条件の探究を行うことである。
　その具体的成果として、研究メンバーが随時発表した諸論考のほか、①社会還元のためのブックレット計4冊（2冊は
既刊。他の2冊は2015年8月までに刊行）と、②研究の集大成としての研究書全3巻（2016年前半に刊行予定）の刊行を
行う。

研究成果の概要（英文）：The main achievements of this project have been as follows: (1) Through an 
examination of key concepts --; such as “residents” and “residency” --; as well as international 
comparison, this research re-examined several fundamental premises of Japanese local government law from 
their origins. (2) The na&iuml;ve assumption that changing the institutional system changes the reality 
has been tacitly accepted under the simple scheme that “centralization is bad” and “decentralization 
is good”, and this research identifies several conditions enabling a better understanding of the 
negative points of decentralization and enhancing such reform.Regarding concrete research achievements of 
this project, in addition to the publications of papers by project members, a total of four booklets to 
disseminate the research to the public will be published (two are published and the other two will be 
published by August 2015). Moreover, three edited volumes, will be published in early 2016.
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１．研究開始当初の背景 
 本科研費事業応募時点においては、2000 年
の地方分権改革（地域主権改革）が急激に実
施されていた。我々は、こうした現実の改革
動向に、次のような問題があると考えた。 
 第１に、現在進行中の改革がトップダウン
で行われ、自治体の実情を十分に検証してい
ないことである。第２に、「地域主権」の如
き理論的に問題のある用語が多用され、しか
も地方分権は良いといった過度に情緒的な
思考が議論の大前提になっていることであ
る。そして、第３に、「係争処理制度」など
諸外国と比較した場合に奇異な制度設計が
なされている点である。 
 以上の３点を研究上の課題に設定した。 
 
２．研究の目的 
本研究は、地方分権改革（2000 年 4 月～）

後の次期地方分権改革の中で前提とされて
いる考え方やその枠組みを検証し、欠落して
いる視点や考え方を見極めた上で、実証研究、
理論研究、国際比較研究の三本柱を総合化し
て、地方自治法制をめぐる研究の方法と水準
の刷新を図るものである。そして、それらを
ベースに、地方自治法制のあり方を抜本的に
見直し、「地方自治法制のパラダイム転換」
の基礎理論確立と転換手法の確立を目的と
している。 
 
３．研究の方法 
 上記の背景及び研究目的を踏まえ、各問題
点について、大別して次の３つのアプローチ
で研究を進めた。 
第１は、実態から現実の法制の問題を明ら

かにする「実証研究」アプローチである。 
第２は、「主権」、「住民」、「総合性」など

の概念の理論や学説を、再検討する「理論研
究」アプローチである。 
そして、第３は、国際比較について、制度

を表面的に学ぶだけでなく、実態を踏まえた
他国研究を行うという「国際比較研究」アプ
ローチである。 
 各アプローチでの研究を推進するため、
我々は研究組織を実証研究、理論研究そして
国際比較研究の３グループに分けた。そして、
ジャーナリスト、議会議員、行政実務家など
を研究協力者に迎え、各グループで年数回開
催する研究会に参画してもらうこととした。
さらに、国際比較に関しては、欧米について、
研究分担者が関係国の比較研究を行うとと
もに、中国・韓国・台湾からも第一線の研究
者を研究協力者として招聘して、幅広い視野
からの比較研究を行うよう努めた。比較研究
にあっては、海外での実態調査も含まれる。 
 さらに、単に我々研究組織の構成メンバー
だけでなく、各テーマに造詣の深い第一線の
研究者を、各研究会にゲストスピーカーとし
て招き、研究水準の向上に努めることとした。 
 これらを総括する意味で、研究開始時点と
締め括りを含めて、年に１～２回、全体会を

開催し、各グループの成果の関係メンバーで
の課題意識と成果の共有化を図ることに努
めた。 
 
４．研究成果 
 上述の通り、当初、我々は２つの研究目的
を設定していた。１つは、地方自治法制をめ
ぐる研究の方法と水準の刷新を図ることで
ある。もう１つは、地方自治法制のあり方を
抜本的に見直し、「地方自治法制のパラダイ
ム転換」の実現を目指すことである。 
 このうち、第２の目的については、研究を
進める中で、一定の修正を行うことになった。
望まれる「パラダイム転換」の内実をめぐっ
て、研究メンバー間で合意することが困難で
あったためである。そもそも「地方自治法制
のパラダイム」をどうとらえるかということ
自体も容易には定まらなかった。 
 そこで、「従前必ずしも意識されてこなか
った、日本の地方自治法制が前提とする（あ
るいは、してきた）認識（考え方）・価値観・
規範」を「パラダイム」と見なし、それを意
識しながら考察するというアプローチに関
する合意にとどめることとし、あるべき「パ
ラダイム転換」について語るか否か、語ると
してその内実をどのようなものとするかに
ついては、各研究メンバーに委ねることとし
た。そして、その作業は、第１の目的を遂行
する中でのプラスアルファの位置づけを与
えられることになった。 
 そこで、第１の目的に目を移すと、これを
遂行するために我々が採用した方法は、上述
の通り、実証研究、理論研究、国際比較研究
という３つのアプローチに基づき研究グル
ープを分け、グループごとに研究を進めると
いうものであった。そこで、以下、それぞれ
のグループごとの研究成果（得られた知見）
のうち主だったものを例示した上で、最後に、
それらを集約した、現在公刊中または公刊予
定の具体的成果物について言及することに
したい。 
 第１に、実証研究については、第２期分権
改革下における自治体の実態を明らかにす
るとともに、「集権＝悪、分権＝善」という
単純な図式の下で「制度を変えれば実態も変
わるはず」というナイーブな前提が暗黙裡に
置かれてきたことに鑑み、分権改革に伴うマ
イナス面の把握や改革の成果を活かすため
の諸条件の探究などを行った。 
 その結果、①分権改革の成果を活かした取
り組みを行っている自治体が決して多くな
いこと、②数少なく成果を活かしている自治
体には、それなりの創意工夫が見られること
――たとえば、嶋田暁文「『第 2次分権改革』
の総括と自治体に求められる工夫」によれば、
ある自治体では、「一斉に条例制定をやろう
とすると水準が下がる」と考え、比較的内容
面で創意工夫が見込まれる条例を先行的に
整備するという試みを行ったという。優秀な
「先頭打者」を創りだせば、それが「前例」



になるため、それを見た他の担当原課の条例
の水準が上がるというわけである。いわば自
治体における各課の「前例踏襲」・「横並び」
意識をうまく活用した事例と言えよう――、
③分権改革に伴うマイナス面は確かに生じ
る可能性があるが、それを左右するのはまさ
に「自治」のあり方であり、「自治基本条例」
にはそれを一定の方向に枠づけるという意
義が見出せること、などが明らかになった。 
 第２に、理論研究については、「住民」「住
所」「区域」「総合行政主体」といった我が国
の地方自治法制の中核をなすと思われる鍵
概念の検討などを行った。 
 その結果、「国と相似的でない自治体の特
性」や「自治体の独自の存在意義」などを明
らかにすることができた。 
 たとえば、原島良成「地方公共団体の住民
―その法的地位（一）」は、日本国憲法が「国
民」と区別する形で「住民」の法的地位を定
めていることを重視し、「地域住民の自律な
いし自己決定」を地方自治法制の体系的理解
の中核に置くべしとする。原島によれば、
人々が生活する土地には、それぞれ特有の風
土等があり、それに対応する形で利益や選好
にも地域ごとの差異が生じる。つまり、政治
的選好には地域偏在が生じるのである。これ
を※無視して政治的決定を中央政府に一元
化するのでは、合理的な配分も公正な配分も
期待できない。「局地的公益」は流動的であ
り、かつ、作りだされていくものである以上、
「住民による自己決定」を通じて同定されて
いくべきものである。“全国家的公益と対面
する「国民」が同時に局地的公益と対面する
「住民」でもある”という重層的な仕組みは、
国家単位の意思決定にすべてを一元化する
のではなく、「政治的選好の地域偏在」に対
応する形で、「政治的距離」の近い地方政府
において「住民による自己決定」を行わせる、
という構想にほかならず、ここに国と同型で
ない自治体の本質が見出せるのだという。 
 第３に、国際比較研究については、スイス、
ドイツ、アメリカ、イギリス、フランス、韓
国、中国、東南アジア（タイ、ベトナム等）
などの諸外国の地方自治について個別的な
調査研究を進め、その実態を把握にした。ま
た、上記以外の国々についても、必要に応じ
て文献調査等を行った。 
 その結果、これまで日本で十分に知られて
いなかった諸事実を明らかにすることがで
きただけでなく、その諸事実をいわば「反射
装置」として用いることで、「日本の地方自
治法制が前提とする（あるいは、してきた）
認識（考え方）・価値観・規範」（＝パラダイ
ム）を表出させ、また相対化していくことが
できた。 
 たとえば、現在の日本では、「市町村合併
が進んだ結果、日本の都道府県の規模は過小
となっている」との認識が広く行き渡ってい
るように思われるが、ドイツ、アメリカ東部、
スイス、南欧諸国などのいずれの「州」と比

べても、日本の都道府県の規模は比肩する規
模を有している。この事実を踏まえるならば、
規模の観点から安易に道州制論を持ち出す
ことは、的外れであることになろう。 
 以上のように、我々は３つのアプローチを
通じて、多くの知見を得ることができた。そ
の知見は、上でも一部言及した研究メンバー
による随時発表論文を通じてすでに一部公
表されているが、さらに、今後、①ブックレ
ット計４冊（２冊は既刊。他の２冊は 2015
年８月までに刊行）と、②研究の集大成とし
ての研究書全３巻（2016 年前半に刊行予定）
を通じて、広く社会に還元していく予定であ
る。 
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